
学校及び教師が担う業務の適正化（いわゆる「３分類」の一層の活用に向けて）

○ 教師が教師でなければできない業務に集中し、教育の質を向上させていくとの観点から、これまで学校・教師が担って
きた業務の仕分けが必要です。このため、平成31年中教審答申ではいわゆる「３分類」を整理。

○ 業務の優先順位を踏まえた精選・見直しや、学校と保護者・地域住民との役割分担の見直しが求められている。

※関連通知
○ 「学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）」（平成31年３月18日 文部科学事務次官通知）
○ 「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について（通知）」（令和２年７月17日 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知）
○ 「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について（通知）」（令和２年７月17日 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画長・財務課長通知）
○ 「『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）』（令和5年8月28日中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会）を踏まえた取組の徹底等について（通知）」（令和５年９月８

日 文部科学省初等中等教育局長・総合教育政策局長通知）

令 和 ７ 年 ７ 月 ９ 日
教師を取り巻く環境整備特別部会
（ 第 １ 回 ）
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